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東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所交渉

（全農林労働組合山形分会）

議事要旨

１．開催日時：令和５年２月１５日（水）１７時５２分～１８時２５分（３３分）

２．場 所：東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所会議室

３．出 席 者：東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所長

丸山 正徳

全農林労働組合山形分会執行委員長 本石 俊明

財 政 部 長 佐藤 完治

４．議 題：労働諸条件の改善について ほか

（全農林労働組合山形分会提出 別紙「要求書」のとおり）

５．議事概要

（支所長）

それでは、本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予

備交渉の段階で取り決めた事項を報告します。

全農林労働組合山形分会から提出された要求事項が「農林水産省における新たな

労使関係の構築に関する基本方針」のⅡの１の（３）に定められた要件を満たし、

交渉の対象とする事項は、要求書の記のⅠの１のうち「職場における厳格な勤務時

間管理を実施し 」を除く部分、Ⅰの２のうち「超過勤務の上限規制を完全に遵守、

するとともに 」及び「また、超過勤務手当については全額支給すること 」を除く、 。

、 、 「 」 、 、 、部分 Ⅰの３ Ⅰの５のうち 及び相談員制度の機能化 を除く部分 Ⅰの６ ７

Ⅰの８のうち「職員に対し、障がい者に対する理解を促進するための研修等を実施

し 」を除く部分、Ⅰの９、Ⅱ、Ⅲとし、その他の事項については管理運営事項等、

に該当することから、要望事項として接受することで整理しております。

これを前提として、交渉を始めます。

（委員長）

農林水産省においては 「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づき、食、

料安全保障の確立と農林水産業の持続的な成長をはじめとする新たな農林水産施策

が展開されていますが、職場は連年に亘る定員削減により超過勤務は慢性化してお

、 、 。り また収束が見通せないコロナ禍も相まって 極めて厳しい労働環境にあります

私たち全農林山形分会では、職場実態点検により超過勤務や年休の取得状況、業

務改善の取組みについて組合員の声を取りまとめ当面する課題を整理し、要求事項

を取りまとめました。この要求事項は、私たち組合員にとって切実かつ喫緊の課題
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です。

また、現在、食料・農業・農村基本法の改正に向けた有識者による「基本法検

証部会」での議論が本格化しており、６月には骨格をまとめるとしていることに

加え、農地法や農振法などの農地法制の在り方に関する研究会が昨年12月に立ち

上っており、農政の大転換論議が加速しています 「農政の憲法」とされる基本。

法の見直しは、農林水産業の将来や食料の安全保障など、国民の命と暮らしを左

右する重要な課題であること、これに携わる私たちの業務にも大きな変化をもた

らすこととなります。

貴職におかれては、組合員の生活を維持・改善し国民の期待に応える農林水産行

政の円滑な推進を図るため、これから要求する事項の実現に向けて最善を尽くすよ

う要求します。

なお、要求項目の説明は、予備交渉で要望とする部分を除き説明するので後ほど

見解をいただきたい。

要求項目Ⅰの１及び２について、人材管理システム導入による勤怠管理を活用

し、フレックスタイム及びテレワークといった多様な勤務体系を踏まえ、超過勤

務の縮減に向けた対策を講じていただくこと。

また、超過勤務に関して、①絶対的な人員不足により、超過勤務の状況に大きな

変化はない、②欠員があっても人員が配置されない、③現場実態を踏まえた業務の

簡素･合理化等が必要であるとの意見が出されています。

業務量に対して人員が慢性的に不足している状況にあり、特に近年は、職員減少

に伴う職員一人当たりの業務量の増加が顕著であるとともに、働き方改革に伴う超

過勤務の制限が厳しくなっており 「担当業務は、計画的かつ期限をもって処理し、

なければならない 、一方「超過勤務は縮減しなければならない」という困難な条」

件を強制的に職員は課せられていると感じているとの声もあります。

具体的には、公共事業の早期発注のため、年始から年度末に発注準備を進めなが

ら、既契約分の変更作業、新規・変更契約に伴う支払い、契約書処理などの経理事

務処理、用地確保・補償に向けた対外折衝、関係機関協議などのマルチタスクであ

ります。各職員は、受益者や関係機関などに迷惑をかけてはならないという信念、

良心によって、業務をギリギリのラインで処理している実態にあります。

超過勤務の実態を把握していただき縮減に向けた対策をお願いします。

要求事項３について、２０１９年４月に施行された働き方改革関連法案では、

月の上限が４５時間、年の上限が３６０時間となっています。要求項目１及び

２にも関連しますが、超過勤務の上限規制について、年間業務量を踏まえ、他

律的業務の比重の高い部署として指定されているところですが、私たちが実施し

たアンケートでは、他律的業務の比重の高い部署に指定されているかわからない
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が４割弱、特例業務に指定されたかわからないが３割強という回答結果であ

り、周知不足であると思われますので対応願います。

要求事項５について、ハラスメントは受け手の働き方の状況によってハラスメ

ントにつながり、パフォーマンスの低下を及ぼします。業務の指示、指導と思っ

ていたことも同じことを繰り返し行うことで、精神的な苦痛を強いることありま

す。各種研修を活用し、職場内の共有認識の醸成を図る必要があります。

要求事項６について、働き方改革関連法案では、中小企業において年間５日以

上の有給休暇の取得が義務付けられていますが、公務職場においては義務日数が

ない状況です。昨年の年休取得で４割もの職員が「捨て年休があった」と

いう実態もあります。業務の密度が高まってきていること、突発的な年

休取得を踏まえ年休の消化が進まないことが背景にあります。効率的な業務の遂

行には休暇をしっかり取り、勤務とプライベートの切り替えができる状況を作る

ことが大切と考えます。取得が進まない職員に対しては、業務の進行状況を確認

するなど細やかな対応が必要と考えます。

要求事項７について、仕事と家庭の調和が図れない職場は業務の効率化も進ま

ず、働きがいがある職場としての魅力もありません。計画的な年休の取得とも密

接に関連することですが、育児休暇、介護休暇と併せ年休を上手に組み込むこと

が、家庭環境の充実・改善につながり、ひいては仕事に対するモチベーションが

上がること、計画的な業務の遂行にもつながると考えられます。

また、ワークライフバランスは「管理」することも大切と考えます。管理職

が部下職員のスキル、抱えている仕事量や労働時間などを管理することで作

業効率も上がり、短時間でも集中できるようになることから、職場環境の整

備をお願いします。

要求事項８について、障がい者雇用率が公務職場では令和３年度から２．５％

に引き上げられます。しかしながら、雇用は図られても継続した勤務となってい

ない状況も発生しています。継続的に業務を担っていただけるためにも、業務の

理解度のみならず物理的な職場環境の整備を進めていただくことも重要と考えま

す。

、 、 、要求事項９について 職員と日常的なコミュニケーションを図る中で 職員間

管理職を問わず働き甲斐のある職場づくりの構築が、効率的な業務の遂行に

つながると考えます。人事評価の面談時に限らず、日常的に個々の状況に耳

を傾け職場環境の向上に努めることをお願いします。
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要求事項Ⅱについて、公務・行政サービスは精神的に負担を伴う業務です。東

北農政局管内、事業所においても、休職を余儀なくされている職員も多数おり、

業務をカバーする上で他者にも負担が増大してきています。メンタルヘルスに係

る研修、ストレスチェックの活用により職員の健康状態の把握に努め長期の休職

にあっては、業務量にあった人員の増による対応も検討するなど具体的な対策を

講ずるようお願いします。

要求事項Ⅲについて、個人の人事評価の結果が面談において、評価内容がしっか

りつながっていない状況では、職員のモチベーションの低下、スキルの停滞を伴い

ます。

また、チャレンジ目標の設定では、その目的と評価の方法について被評価者の理

解を深めることが重要です。併せて、職場内において、日常のコミュニケーション

の醸成を図るとともに相談しやすい雰囲気づくりと納得性のある面談に努めるよう

お願いします。

（支所長）

まずは、農林水産行政の推進に日々御尽力いただいていることについて感謝申し

上げます。要求事項のうち、交渉対象事項に関するものについて順次回答します。

まず、Ⅰの労働諸条件の改善についての、超過勤務の縮減についてですが、職員

の健康管理、仕事と家庭の両立のためにも、長時間にわたる超過勤務を防止するこ

とは重要であると認識しております。

また、限られた人員で必要な業務を行う必要性から、超過勤務は避けて通ること

のできない課題であると認識しております。

最上川支所としても、超過勤務の事前命令を徹底した上で、部下の業務遂行状況

を把握し、業務の効率化、業務分担の見直し等を行い、超過勤務の縮減、業務の平

準化を図るよう努めてまいります。

超過勤務上限の原則である月４５時間及び年３６０時間以内を目安とするので

はなく、超過勤務の縮減のため、今後も必要な措置を講じるよう努めます。

次に、セクシュアルハラスメント・パワ－ハラスメントについては、職場の人間

、 、 。関係 円滑な業務遂行等 職場環境に大きな影響を与える問題と認識しております

ハラスメント防止週間におけるポスタ－等の掲示のほか、 による研修（自主WEB
学習）を行い、ハラスメントに関する職員の認識を深め、その防止に努めていると

ころです。

今後も、セクシュアルハラスメント等の防止策に取組み、良好な職場環境の構築
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に努めてまいります。

次に、年次休暇、夏季休暇の取得については、職員の健康保持、心身のリフレッ

シュ、ひいては業務の効率化のためにも重要であると認識しております。

ゴ－ルデンウイ－ク、夏季休暇取得期間、年末年始には、支所内の休暇予定を事

前に取りまとめることで、長期休暇を取得しやすい職場環境の整備に努めておりま

す。

次に、ワ－クライフバランスの確保や育児・介護のための休暇等の取得について

は、仕事と家庭の両立支援として有効な制度であると認識しております。

職員が育児休業等を取得しやすい環境となるよう、管理職と職員が日常的にコミ

ュニケ－ションをとる職場環境の確立に今後も努めます。

次に、障がい者雇用については、秋田の事務所においては、令和元年 月から10
非常勤職員として１名採用しており、障がい者への配慮をするとともに障がいの特

性を理解し、環境を整備することは必要と認識しております。

次に、管理職と職員とのコミュニケーションを大切にし明るく働きがいのある職

場の確立については、日常的な指導・助言等、コミュニケーションを持つことは、

所内の意識の共有や業務改善につながるほか、職場の実情の把握について基礎的な

手段として認識しております。

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、何でも相談できる風通しの良い

職場環境の確立に努めてまいります。

次に、Ⅱの福利厚生施策の充実については、職員の健康管理において重要である

と認識し、メンタルヘルスへの対策については 「農林水産省職員の心の健康づく、

りのための指針」を基本として取り組んでいるところです。

内科医及び精神科医を健康管理医として委嘱し、職員からの健康相談に対応でき

る環境を整えております。

また、職員の超過勤務の状況、休暇の取得状況を把握し、精神面を含めた職員の

健康状態に気を配るとともに、予防と早期発見に努めております。

最後に、Ⅲの人事評価制度については、評価結果が人事・給与等の処遇に活用さ

れることを認識した上で、期首・期末面談を丁寧に行うよう心がけ、業務目標等へ

の助言・指導を行い、職員の能力開発に繋がるように指導しているところです。

業務の打合せ等で職員と話す機会は多々ありますが、期首・期末面談も職員個々

の業務に対する取組について直接コミュニケ－ションを取る良い機会であると考え



- 6 -

ており、今後も丁寧な対応に努めてまいります。

以上が、要求事項に対する回答でございます。

（委員長）

回答ありがとうございました。引き続き丁寧な対応をお願いします。

以上






